
医療保険制度の体系

資料元：厚生労働省

我が国では、国民が何らかの公的医療保険に加入し、病気やけがをした場合は、いつでも・どこでも・だれでも、低負
担で必要な医療が受けられる『国民皆保険制度』が確立している。

市町村国保は、国民皆保険制度を支えるセーフティネットの役割を担っている。

後期高齢者医療制度

約17兆円

65歳

75歳

・75歳以上

・約1,890万人

・保険者数：47（広域連合）

健康保険組合協会けんぽ（旧政管健保）
国民健康保険

（市町村国保＋国保組合） 共済組合

※１ 加入者数・保険者数、金額（給付費）は、令和４年度予算ベースの数値。
※２ 上記のほか、法第３条第２項被保険者（対象者約２万人）、船員保険（対象者約10万人）、経過措置として退職者医療がある。

約９兆円 約６兆円 健保組合・共済等約５兆円

・大企業のサラリーマン

・約2,830万人

・保険者数：約1,400

・中小企業のサラリーマン

・約3,930万人

・保険者数：１

・公務員
・約910万人

・保険者数：85

・自営業者、年金生活者、

非正規雇用者等

・約2,850万人

・保険者数：約1,900

前期高齢者財政調整制度（約1,590万人）約７兆円（再掲）

約1,170万人 74% 約310万人 19% 約100万人 6% 約20万人 1%

地域保険 職 域 保 険 ＝ 被 用 者 保 険
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